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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ３番 平 野 敏 彦 議員 

 

 ４番  山   忠 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

 

 

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 おはようございます。 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣告 

佐々木議長 おはようございます。 

ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

なお、５番、日野口和子議員は欠席であります。 

農業委員会会長も所用のため欠席との申し出がありましたの

で、報告いたします。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

議事日程報告 佐々木議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会期議題 佐々木議長 これより議事に入ります。 

日程第１、報告第１２号、平成２５年度おいらせ町一般会計繰

越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、報告第１２号についてご説明申し上げます。 

議案書１～２ページをごらんください。 

本件は、平成２５年度から平成２６年度に繰り越すことの議決

をいただきました６事業について繰越額が確定したことにより

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき報告するも

のであります。 

その内容を申し上げますと、設定額の合計が１億３，１２８万

８，０００円に対し、翌年度繰越額が１億９００万４，０００円

となり、その財源内訳は既収入特定財源が２，６２２万円、国県
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支出金が８５８万６，０００円、その他が５，６４６万６，００

０円、一般財源が１，７７３万２，０００円となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

この際、質疑を受けます。 

質疑ございませんか。 

４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

この件については、別に３月の議会で承認をしてますから異存

があるものではございませんが、これは確実に実行されていくと

いうふうなことで理解してよろしいですか。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

すべての事業について状況が定かではありませんけれども、ま

ず１つ目の公共サイン整備事業につきましては、契約の変更をし

まして５月に完了しました。 

その他については、各担当の課長から説明いただきたいと思い

ます。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

それでは、お答えいたします。 

３款民生費の子ども・子育て支援システム導入事業についてで

ありますけれども、国から県に補助された額の予算の範囲内にお

いて県が青森県子育て支援特別対策事業費補助金として平成２

５年度中に整備するよう市町村に補助したものであります。 

しかし、平成２７年４月から運用開始するとして国が定めた子

ども・子育て関連の三法の運用方針が定まっていないことから翌

年度の平成２６年度内に事業が終えることが前提で繰り越しを

県が認めております。 

受けて当町においても事前調査事業は終えたもののシステム

導入については国の運用方針のおくれにより３月３１日で事業
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を終えることが困難となったことから繰り越したものでありま

して、３月２８日の時点で業務委託提携を結んで、今現在、進行

中であります。 

以上で終わります。 

 

 佐々木議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

８款土木費の繰越明許費について説明いたします。 

ホクエツでは現在、測量作業中であり、７月上旬には管理用道

路部の面積が確定するため、それ以降に交渉を進めて契約してま

いりたいと考えております。 

あと、そのほかの地権者につきましては、３月の大雪の影響に

より分筆に伴う現地の確認立ち会いができなかったことが理由

でありましたが、それにつきましても、現在立ち会いが終わり、

分筆の作業を依頼済みであります。 

あともう一方の部分ですが、３月に入院中ということで地権者

の家族の方と交渉を進めておりましたが、先日、本人が亡くなっ

たために、今後、家族の方とまた交渉を継続していく予定で考え

ております。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、９款消防費の３件、私のほうから説明させていただ

きます。 

１つ目の百石道路の件でございますが、所有者である機構側と

管理者であるＮＥＸＣＯとの施設占用について基本設計をもと

に協議と調整に時間を要しているため、今回繰り越しということ

で実施設計分を繰り越すという形でございます。 

事業につきましては、この基本設計、実施設計が調整がうまく

いけば、順調に進んでいけば、最終的な国交省の占用施設の許可

がおりるという段取りで今、鋭意進めているところでございま

す。 

２つ目の津波避難タワーの件につきましては、復興庁との協議

調整に時間を要しているため、今回、地質調査と実施設計分の事
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業費を繰り越すということでございます。 

このタワーにつきましては、基本設計をもとに復興庁のほうと

交付金の趣旨であります必要最低限、有効な施設をつくるために

調整をしているということに時間が費やされているということ

で今、鋭意調整をしているところでございます。 

次に、３つ目の松原地区の件でございますが、事業の可能額通

知をいただいて事業を進めています。そして復興庁との協議調整

に時間を要しているため、今回、測量と実施設計分の事業費を繰

り越すということでございます。 

松原地区の道路、避難階段等の整備については、４経路分の設

計をもとに今、実施設計、基本設計をつくりまして、そのもとに

地権者との交渉をするという形になりますので、その復興庁との

調整に今、時間を要しているということでございます。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

 ４番 

（ 山 忠君） 

よくわかりました。 

続けていろいろ計画どおり進んでいるみたいなので安心いた

しましたけれども、よく精査するというような言葉が出てくるも

ので、どこで何が精査されていくのかというような不安があって

私は今、質問いたしましたけれども、３年間みっちりいろいろな

面で計画がなされて、検討がなされて進んできている、被災想定

される住民の方々も、特に防災関係については、それをもとにい

ろいろな避難のシステムとか、そういうふうなものが、ある面で

はでき上がってきているのではないかなと、そういうふうなこと

なので、それをまた精査して変えていくというふうなことのない

ように、そして、できるだけ早いうちに進めていただきたいと、

そういうふうなことを要望して終わります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

１４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

今、まちづくり防災課長から津波避難タワー建設は復興庁の協

議のために時間を要しているというお話でありました。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－７－ 

そして２月の町長選挙、三村さんの主な政策公約を私は今見て

おりますけれども、その中に防災ドームで避難所を確保とスポー

ツの振興を図るというのが主な公約であります。川口・堀切川地

区に約６億５，０００万の試算で津波避難タワー建設計画がある

けれども、果たして大災害のときに何人避難するであろうかと。

またランニングコストを考えた場合、大いに疑問に感じると。よ

りは早急に避難道路と高台に防災ドーム整備が必要だと、このよ

うにうたっております。さらにスポーツ振興も大いに図るという

のが町長の趣旨であろうかと思います。 

そして、きのうお二方の一般質問のやりとりを聞いておりまし

た。多目的防災ドーム、これは三村町長の全身全霊を傾注しても

やるんだとかたい決意でお話ししておりました。まさに聞くほう

として耳ざわりのよい響きのある答弁だったと思います。そして

平野議員には一緒にやりましょうという力強い答弁でありまし

た。あしたにも多目的防災ドームができるようなお話だったと私

はそういうふうに感じました。 

そこで町長からお聞きしたいんですけれども、多目的防災ドー

ム、あわせてこの津波避難タワーを川口・堀切川地区に２つ並行

して建設しようとしている考えなのか、お伺いいたします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

まず防災ドームのことについてのことでございますけれども、

いざ災害が起きたときの避難拠点ということでの防災の拠点に

なるドームのことの計画をしております。 

しかし、いつ来るかわからない災害、あすにも来るかもわから

ないけれども、２００年後に大きなのが来ないかもしれないとい

うのが未確定な部分がございます。したがって、建物というもの

の年限は５０年がいいところだろうと私は思っております。 

ですから、５０年以内に大災害の今のような津波が来るかとい

うことも、これもいつ来るかというのはわからないわけでありま

すけれども、しかし、こういったことのドームについては、ふだ

ん使用するということが大事でありまして、いわゆる多目的、前

町長さんも大分検討をされたようです。中身は同じなんですよ。
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私と成田さんの考えは、やはりふだんは健康のためにスポーツス

ポーツドームをつくるという、使用する施設にしたいというの

が。 

ですから、これについては平野議員にお答えしたように、さま

ざまな国からのお金をいただく方法があります。復興庁からもら

えないのかということも前町長も検討したようでありますけれ

ども、なかなか役所の壁は厚い、認められない。 

ただ、復興庁のほうの考え方も若干柔らかくなってきているよ

うですけれども、時間的制限もある。だとしても、このドーム、

多目的施設というのは別な国交省のメニューがありますから、こ

れからの具体的な動きによって引っ張り出すということが必要

だろうと思います。 

次に、避難タワーでございますが、避難タワーについても、い

ろいろ私の選挙のときの公約がありますけれども、それはそれと

して、しっかりと基本に据えながらもやっていくわけであります

けれども、行政の継続性というのがあるんですよ。これまで積み

上げてきた流れの、皆さん方もご議論したり、いろいろな流れが

あって復興庁とのやりとりを事務方のほうで一生懸命やってお

りますので、それらも含めて総合的に判断をしていかなければな

らないということで、ただいま防災課長が話したように調整、い

ろいろな国からも６億５，０００万というのを、もっとスリムな

形でできないかということで、どうしたら有効的な施設にできる

かということで復興庁さんもいろいろ私どもの町の計画に対し

てもいろいろご意見のアドバイスをいただいている。その中でだ

んだん詰まっていくわけでありますが、今盛んに調整中でありま

す、復興庁との。 

避難タワーをどのような、継続性を絡んでのそういった、どう

いうところに、避難タワーは何としても必要であれば私が公約の

ときに申し上げたものも変化してくる場合もあります。「何だ、

施設は必要ないんだ」というふうなことじゃなくて、もっと有効

的な施設でカバーできるのであれば、それは変化しなければなら

ない部分もあるだろうと思いますけれども、とにかく今盛んに復

興庁との折衝をして、より以上の避難効率を上げる有効的な方法

を今、模索している、調整をしている段階でありますので、そこ

ら辺でご理解をいただきたいと思います。 
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継続性があります、行政には。継続性がありますから、その点

も踏まえながらも将来を考えて議論しているというふうにご理

解をいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

２月の段階では避難タワーは否定的な見解を示していたわけ

ですけれども、いざ町長に就任したときの考えは継続性、いろい

ろ考えると、そうも簡単には変更もできないのかなという感じも

しますけれども、これは、例えば継続性で避難タワーを整備する、

いろいろ精査しては私は大きな変更はできないと思っています

よ、国との交渉で。 

町長は今、いろいろ精査して国との折衝をしているけれども、

いい避難タワーをつくりたいということだと思いますけれども、

そうしますと、避難タワーと多目的防災ドームは同じ地区に２カ

所、そのようなドームを、避難タワーをつくるというふうなこと

になろうかと思いますけれども、ちょっと話が前にいきますけれ

ども、町長が初代の町長のときに、私は屋内ドームが必要である

というふうに一般質問しました。そのとき町長の答弁は、心はあ

る、多目的ドームが必要なことは十分に理解していると。ただ、

整備できる財源がないと、そういうふうな環境にはないというふ

うにはっきりとおっしゃいました。そのときは私は熱意がなかっ

たと思っております。きのうの答弁はまことに心があって熱意も

感じられました。任期中に防災ドームができるんだと思っており

ます。 

そこで私は、避難タワーができるとすれば違うところに屋内ド

ーム、多目的ドームを建設すべきであると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

前の町長をやっているときの多目的ドーム、これは必要だとい

うことで認識をして、いろいろと財政とのやりとりをしまして調

査研究をいたしました。その時点での、やはりそのときの財政状

況というのは非常に厳しい状況だということで安易につくると
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かということはできないよということで、やはり健全財政が第一

でありますから、それを確保しなければならないということで断

念、トーンダウンした経緯があります。これは事実です。 

しかし、今回は私はやるという気持ちで頭にありますから、こ

れは公約しましたので、時代が進むといろいろな情報が入ってく

るわけです。答弁したように６億レベルでできるのもあるし、２

０億でできるのもあるんですよ。あまりに豪華にすると１００億

単位にもなるけれども、しかし、みんな他の自治体でもドームが

欲しいという要求はすごく強いので、それにあわせて６億レベ

ル、１０億レベル、１５億レベルと。そのうちの国交省からのメ

ニューにのせてやると５割来ますから、半分来ますから、例えば

１０億だったら５億来る。そうした５億でドームができる、そこ

は防災拠点にもなると。 

それらも２つを併用した、いざというときは、やはりドームの

ところに何千人と避難するわけですので、これらも含めて防災機

能とスポーツ機能とをあわせたものの位置というのはこれから

検討しなければならないだろうというふうに思っておりますの

で、これからいろいろと研究しなければならない、位置について

は。 

ただ、避難タワーについては、いろいろ先ほど申し上げたよう

に復興庁でも最初は浸水地域でなければならないというのが変

わってきて高台でもいいということの結論だったり、それは認め

られるだろうと、いろいろな文言が入ってきている部分がありま

すので、やはりこれはおいらせ町として一番ベターな避難方法、

避難するにはどうしたらいいかということを模索しながら継続

性というものも含めながら総合的に判断して、将来的には町民の

沿岸地域の避難する人たちにとって「これだったら前の計画より

もっといいよ」というのであれば、これはやはりいい方向へと舵

を切らなければならない部分があるだろうと思っております。 

いずれにいたしましても３年間継続の議論はしてきています

ので、なかなか壁は厚いですよ。その継続性はまたいいところも

ありますので、何回も言うようですけれども、町民の避難に有効

的なベターなものを模索しながら総合的に判断していきたいと

いうふうにタワーについては思っております。 
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 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

スポーツを振興する１人として多目的ドームの建設、情熱を持

って大いに頑張ってもらいたいと、こう思います。 

最後に、今、町長から答弁をもらいましたけれども、よりよい

方法、ベターな方法で避難タワーを建設すると、私はそう聞きま

したけれども、もう一度避難タワーは建設することには間違いな

いですか。もう一度お伺いします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

タワーも含めて、そのタワー機能だけではなくて、もっと多目

的な、先ほども言ったように１００年に来るんだか来ないんだか

というのもあります。あすに来るかもしれないけれども、全部含

めて、それらも含めて、先ほども申し上げたようにタワーという

ものも含めながらも総合的に判断していきたいというふうに思

っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 

 

３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

この明許繰越の設定のあり方ですけれども、今、説明を各担当

課長からいただきました。総務費の公共サインにあっては５月に

完成をしているというふうなことで、財源的には一般財源を投入

して完成したというふうなことでありますが、他の部分について

は、特定財源が充当されております。翌年度に繰り越しするわけ

ですから、そうすると２６年度事業にもこの事務が入ってくるわ

けで、そうすることによって事務のいろいろなものに支障を来

す。 

私は今、特にこの消防費のところについては、協議を要してい

る有効な施設の基本設計とかそういうふうな話をしていますけ

れども、このままでいったら２６年度の当初予算にも計上してあ

ります東日本大震災復興交付金事業としての避難タワーの建設

用地の購入、こういうふうなものにも影響してくるのではない

か。 
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本来、補助金そういうふうなものがあって財源が確定して事業

は概要が決まって補助金がおくれて来たから翌年度に繰り越す

というのであれば私はなるほどなと思うんですけれども、まだ事

業概要も定まっていないような形での明許繰越がされるという

のは非常に疑問を感じるわけで、これだけのものがこうつくりま

すよ、そのために補助金が、例えば３月に来て、とても事業はで

きない、だから繰り越ししますというふうならわかりますけれど

も、形も決まっていない、補助金は決まってきた、まだこれから

協議して建物がどうなる、施設がどうなる、そういうふうなもの

の概要も示せないというふうな形での繰越明許をするというふ

うなのはちょっと説明するほうの側も説明を受ける我々もつか

めないわけですよ。 

こういうふうなのは、もっと事務当局そのものが、もっと早め

早めの手だてをして事務対応すべきだと私は思うんですけれど

も、副町長、どう感じますか。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

お答えします。 

仕事の進行ぐあいが思わしくないということで期待にこたえ

られていない忸怩たる思いというのは平野議員ご指摘の気持ち

は十分理解できますが、まずご存じのとおり、繰越明許につきま

しては前年度において説明をして仕事の配分をして予算をつけ

て２６年度に繰り越しているわけですから、今それを受けて鋭意

努力しているところです。 

説明の中に今、担当課長、町長から説明がありましたように、

タワーの部分については確かに一部町長の公約の中で別な方向

が検討できないのかという部分があって、タワーということを継

続性を踏まえながら、タワーという行政の継続性を踏まえなが

ら、ちょっと変更していますから、その部分については、できる

だけ最善の努力で見通しをつけたい。特に２７年度がリミットと

されておりますので、これまでのことは非常にご容赦いただい

て、必ずしも好ましいとは思いませんけれども、それぞれ一生懸

命努力した結果でありますし、これだけの大災害で今いろいろな

担当から聞いているところによりますと、国の方針そのものも変
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わったりしているんですよね。そのために振り回されるという部

分もあって、それぞれ仕事がなかなか従来の一般的な業務みたい

に進んでいないという部分があってきておりますので、その辺の

ところをご容赦いただいて、ぜひ、今めどがついている、当然、

繰越明許で予算措置をお願いしている部分については２７年度

の完成に向けて頑張ってまいりますので、おくれていることは確

かだろうなというふうに思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

お互いに共通の認識を持って、やはり行政側、議会、そういう

ふうな部分は議論しなければならないと思います。 

私は避難タワーの部分については、同じ被災地である隣接の八

戸がもう既に計画概要、すべてのものが公表されてあります。な

ぜ八戸が先行してできて、こっちがこういうような形でおくれて

いるのかというふうな、同じ行政自治体ですよ。 

やはり私は一般質問でも言ったように、国からの指示待ちじゃ

なくて、逆にこちらのほうの計画を示して国のほうに災害という

ような何年に一回しかない部分を逆利用して地方としての復興

計画、そういうふうなものを国に示して理解をしてもらって制度

を変えていくというふうな思いを伝えていくべきだと思うんで

すけれども、何か国の方針が変わっているとか変更があるとかと

いうふうな話ですけれども、やはり被害を受けているのはここの

地域なわけですから、その生の声を伝えて制度をつくろうという

ふうな思いを、ぜひ私は事務担当者にも持ってほしいし、職員に

もそういうふうな思いを常に仕事の基本として持ってほしいと

いうふうに思います。 

町長は、さっき話しましたけれども、いろいろな意味での有効

な活用をしていきたいというふうな思いがありますので、私は避

難タワー、６億５，０００万というふうな投資は当町にとっても

いろいろな意味で災害を転じて福となすような、有効活用できる

ような施設にしていただきたいというようなことで、これからの

進捗状況については随時議会に報告しながらお互いに議論して

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま
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す。 

終わります。 

 

 佐々木議長 ６番、川口弘治議員。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

避難タワーについての議論を聞いていまして、議会でもこの避

難タワーにつきましては場所についたりとかさまざま議論され

てきた経緯がございます。 

復興庁の折衝、私も課長さんからその事情というのをちょっと

聞いたことがありましたけれども、そもそも県が出したＬ２、津

波が来るというふうなものを出しましたよね。最大余震がまだ来

ていないという、３年、５年以内に最大余震がというのが、ああ

いう規模の大震災になると、マグニチュード９クラスになると大

体そのサイクルで最大余震が来るんではないかと。その際の最大

津波、高さが２０メーターを超える、当町にかかってくると、こ

ういうことが念頭で一時避難的に１人でも住民または生命を守

るんだと、そういう話でこの避難タワーの計画を進めて当局と

我々議会とで決めてきた経緯があると思うんですが、先ほど町長

からの答弁を聞いていますと、国も変わっているんだと。いろい

ろと要望していろいろなことに使って、そういう折衝をこれから

していければなというふうな話ですが、本来、復興庁のあの避難

タワーにつきましては、そもそも生命を守るという大事なそのも

のの部分も高台に移転してもいいですよというふうな話は本来

あり得るんですか。それは本当ですか、課長。変わっているんで

すか。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、お答えをいたします。 

まず私どもが基本的に考えたタワーの考え方の計画ですけれ

ども、基本原則として川は渡らない、そして海の方向には逃げな

い、そして、より遠く、より早く、より高くという形の原則を守

った形の計画でつくっていることでございます。 

ただ、そこで、議員おっしゃるとおり最大の津波がまだ来てい

ないということで、これから数百年、数千年に１回という青森県
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のＬ２の発表があり、我々の計画の中に、その最大浸水という２

１メートルの波を考慮しなければならないということがありま

した。 

基本的に国では地域防災計画は自治体がつくるということに

なっているものですので、我々が当初計画していた一番最初の部

分から、いわゆるガイドラインなり、あるいは指針なり、考え方

なり、あるいは復興が進んでいくうちに各県、宮城や岩手などを

含めた被災県などにいろいろなタワーの情報が出てきました、八

戸も踏まえて。 

そういう情報の総合的な観点からいろいろな比較検討がされ

て、復興庁のほうでは、いわゆる柔軟化ということで、その根拠

は何かということで、いわゆる地域の特性があるじゃないかとい

うことは尊重しなければならないだろうということの意味合い

において、地域の特性を生かした施設のつくり方あるいは必要最

小限の有効性のある復興財源をものとする施設の建て方の考え

方も踏まえて、地域の特性を生かした計画は、これは尊重される

だろうということで指導などをいただいて今、計画を協議調整を

しているところでございます。 

地域の特性というところをご理解をいただければ、月がたつに

つれて情報も明らかに、情報の量も多くなったということでござ

います。 

 

 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

課長の今の説明だったら本町とか藤ケ森地区とか何カ所か必

要でしょうというふうなけんけんがくがく議論したことが何に

もなくなってしまったんじゃないですか。いろいろ議員の皆さん

から津波に示されたシミュレーションの地域の、本町もそうで

す、１カ所でなく何カ所か、そういうところも必要でないんです

かというふうな形で議論された経緯があると思いますが、それで

も波が来たところしか認めませんよと、だから１カ所で川口・堀

切川地区の津波が来た地点、その部分だけの住民の一時避難、１

００人なり２００人なりの津波が来たときに避難できるタワー

というふうな説明でこの計画が通ったんじゃないですか。 

それを国が変わって国から軟化して、またご当地の用途に合わ
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せて、地域性を見て、全く計画が全然、この繰越明許、先ほど平

野議員もおっしゃっていましたけれども、全く別物になるでしょ

う。おかしいんじゃないですか、こういうやり方は。おかしいと

思いますよ。説明がつかないでしょう、これ。あと住民にもその

ような形で説明しているはずでしょう。津波があった、被害を受

けた地域に対して。何とか説明してください。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、お答えをいたします。 

避難タワーを考えた、計画をするときに、いろいろなご意見を

いただいたということは議員ご指摘のとおりで、ワークショップ

などのご意見をいただきながら原則論をもとに計画を立てさせ

ていただいて、その中にも議員おっしゃるとおり何カ所もあれば

一番いいなというお話もありました。 

それから、基本的に別物というお話でございますが、今は２７

年度の完成に向けてそのレールが敷かれている中の経過をご説

明をしているところでございまして、副町長もおっしゃったとお

り、その中に再検討も踏まえて今、るる復興庁とのやりとりをし

ているというご説明のとおりでございまして、住民にも説明して

いる、もちろんワークショップを含めた形の計画の概要は地区の

皆さん方に説明をしています。 

ですから、このレールは１本敷かれていますので、当然その中

に、ある程度変更点が出た場合、これは住民に説明が必要だなと、

あるいは議会のほうに相談が必要だなということがあれば、当然

ご相談申し上げ、その内容を説明させていただくということは心

がけていきたいと思っているところです。 

 

 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

課長からいろいろ復興庁のやりとりのことも聞いて大変ご苦

労だなというふうなことも知ってちょっと聞いてみましたけれ

ども、建っているだけのタワーだと、おっしゃるとおり町長、当

局皆さんも、町民のほとんどがそれしか使えないと、これが原理

原則、復興庁では一切認めないというふうな説明をずっと私も聞
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いてきました。 

ただし、津波はいつ来るかわからないし、ふだん使う、相当な

大規模な避難タワーになるみたいですので、いろいろと多目的に

使わせてもらえないのかなというふうな団体もありました。だけ

ど、国では一切認めませんと。そういう説明でずっと我々に対し

てもそういうふうな形でこの計画が進められてきて繰越明許と

いうことになっておりますので、非常に誤解を招く、わかりづら

い。 

町長は公約で多目的ドーム、防災ドームと、この避難タワーと

どっちが、こっちをなくして新たなものを建てるのかなと。町民

にとってみれば非常にわかりづらい、説明をしてきた経緯がまっ

たくもって継続性、町長はおっしゃいましたけれども、一蹴され

たような、また新たなものに、非常にわかりづらい。 

ただ、我々忘れてならないのは、津波の恐ろしい怖さですよね。

１人の命も守らなければならない。それをドームを建てる、避難

タワーをどうする、高台にすると、国が変わったから、こんなや

りとりはありますかね。避難タワーを生命を守るためにつくるん

でしょう。それはそれで決まっているんだったら進めるべきです

し、そう示すべきじゃないですか。 

回数に制限がありますので何かご感想がありましたら。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

まず、今変わるであろうということをお互いに想定しながら心

配していろいろ意見をいただいているわけでございまして、最良

のものをかいたいという今、私どもが検討している、いいものを

つくるために、少し変わるかもしれないですけれども、変えてい

きたいという思いで、いいものをつくりたいというところは、ぜ

ひ理解してもらいたい。 

変わることについては、国のせいにするわけじゃないですけれ

ども、先ほど平野議員がおっしゃったように八戸の例等も見て私

たちがいろいろ見ながら、これはちょっとこの方向も考えられる

のではないか、あるいは国から流れてきた情報は少しずつ現地の

状況にあわせて考え方が変わってきているよという担当課の説

明等も踏まえて検討していますので。 
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そこをはっきり言えというのは、ただただ私どもが国との調整

をある程度やって自信を持てる状況にならないと、あれもこれも

としゃべると、それがひとり歩きする可能性もありますし、今、

担当課長も話したように、ある程度固まってくれば、その内容は

当然、議員の方々にお話しますし、それから、これまで分析した

現地のフォーラムとか座談会とかで議員あるいは現場の町民か

ら聞いた意見は当然今まで積み重ねになっていますし、無駄にな

るようなことにはならないというふうに思いますので、もう少し

形として皆様に話せるようになるまで少し待っていただきたい

というふうに思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

９番、吉村敏文議員。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

確認だけ、１点だけ。 

昨年の１２月議会において避難ドーム、端的に言いますと、皆

さんの地元の人たちのニーズ的なものに関しましては、やはりド

ームがいいんじゃないかというふうな声があるんだけれども、そ

ちらのほうに変更は可能なのかどうかというふうな質問をした

経緯があります。 

その答弁の中で、復興庁のほうでは浸水地域、これは絶対に動

かせないんだと。よって、防災ドームとかそういうふうなところ

の変更は不可能だろうというふうな答弁をいただいております。 

そして今、復興庁のほうも変わってきて、もしかすれば高台の

ほうに移転も可能かなというふうなことになってきたというこ

とでございますけれども、それが可能かどうかというところなん

ですが、タワーをドームのほうに変更すると、地元のニーズがそ

うでありますよというふうなものを前回のときはだめだという

ことだったんですが、今、大分変わってきたので、それも可能と

なる可能性は出てきたのかどうか。これは防災課長が一番継続し

てやってきているのでわかると思いますので、防災課長の感想を

お願いします。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 
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答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、お答えいたします。 

当初、防災ドームを計画した、いわゆる発想をしたときには、

いわゆる国の復興庁の交付金事業という基幹事業に採択されれ

ば非常においしい財源だということが発端で検討した経緯がご

ざいます。いわゆる持ち出しがなるべくないという形の財源をも

とに復興庁と折衝した経緯がございまして、残念ながら交付金事

業としてはなじまないということでございました。 

そしてタワーをドームに変更可能性は柔軟かという言葉の中

の裏だと思いますが、出てきているのかということを言われれ

ば、問われれば、タワーとドームを変更する可能性ということは

本来の計画からものの変更になるということになりますので、基

本的には内容すら、これは議論する余地はないということで確認

を復興庁のほうからしております。 

よって、基本的に復興庁とのやりとりは基本的に交付金の事業

に採択をしていただいて、できるだけ自主財源が持ち出しがない

ような形にするためにお願いをしている事業ということで、自主

財源を投じて建てる多目的施設等がということであれば、それは

それでまた別な財源を検討していくという方法があると思いま

すので、吉村議員がおっしゃるとおりタワーと基本的にドームは

変えるということはございません。 

 

 佐々木議長 ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

わかりました。では、本当に確認だけ。 

ドームはドーム、それとあと避難タワーは避難タワーと、これ

は別個のものでこれからも進めていくということになりますね。 

 

 佐々木議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

私から答えたほうがいいと思います。 

全く別物でいきたいと思います。可能性は、私も当初、立候補

するときには外から見ていたものですからあれなんですが、いろ

いろ事務方の中に入ってみると、なかなか厳しい。壁が厚いんで

すよ。防災ですから復興庁予算で何でできないのという疑問があ
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ったんですね。当たってみても、中身をいろいろ聞いてみても認

めない、復興庁は。これはもうなかなか厳しい。 

というよりも、それは難しいと思いますので、とにかく国交省

にはそれ以外の復興庁予算でなくてもドームは建てれるような

スポーツドームの予算の事業メニューがありますから、そちらの

ほうから引っ張りたいと思っていますので、今の現時点において

はタワーとドームは別財源だというふうにご理解をいただきた

いと思います。 

 

 佐々木議長 ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

わかりました。非常にわかりました。 

ドームに関しましては長年の皆さんの願いでございますので、

それはそれとしてまた建設に努力していただきたいと思います。 

避難タワーに関しましても先ほど川口議員が言ったように、や

はり人の命がかかわってくることでございますので、これも早

く、建設するんであれば早く建設に向けたほうがいいと思いま

す。あす来るか、また１００年後、１０００年後に来るかわから

ないですけれども、やるとすれば一日も早く、検討ばかりしてい

ても進みませんので、町長のほうとか部局のほうで、ここだとい

うふうな判断の時期があろうかと思いますので、そのときにはい

ち早く、一日も早く決断をして実行に移していただきたいという

ふうに要望いたしまして終わります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

今、避難タワー、それから防災ドーム関連で３０分以上質疑さ

れていますけれども、最後になってわかりやすい、タワーはタワ

ーで進める、ドームはドームで進める、最初からそう言えば、こ

んなに時間がかかる必要はないんですよ。選挙のときの公約で避

難タワーは避難だけで６億もかけてつくってもふだん何も使わ

れない、コストがかかると。だから両方に使えるものをつくりた

いんだということに固執し過ぎるわけですよね。最初から転用で

きないのはわかっていながらこんなに時間がかかる。 
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私は答弁する行政の姿勢がちょっと私たちにまじめに答えて

いるとは思えないんですよね。最後になって初めてはっきりおっ

しゃいました。最初のあたりは、どうしてもドームの頭に防災を

つけるわけですよ。わかっていたことなんですよ、復興庁の予算

は復興のための予算であって多目的のための予算でないわけで

すよ。それを国が簡単にころころ変えるはずはないんですね。 

ところが、選挙のときの演説から公約からあるもんだから、は

っきり外から見てできるだろうと思っていたけれども、中に入っ

たらやはり難しいとか、１０年以上町長をやっている三村さんで

すよ。当然わかって当たり前だと思うんですけれども、もう少し

質問に対しては真実、要するにぼやかすのではなくて聞いている

ことに対してすぱっと答えてもらいたい。これからの質疑に関し

てはそれを要望いたします。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議長席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

以上で報告第１２号を終わります。 

 

 佐々木議長 日程第３、議案第３１号、おいらせ町監査委員の選任につき同

意を求めることについてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町長。 

 

当局の説明 町長 

（三村正太郎君） 

それでは、議案第３１号、おいらせ町監査委員の選任につき同

意を求めることについてご説明申し上げます。 

本案は、名古屋誠一氏を引き続き監査委員として選任いたした

く地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求め

るため提案するものであります。 

議員ご承知のとおり、同氏は百石町農業協同組合及び百石農業

協同組合の職員を経て平成２０年４月から十和田おいらせ農業

協同組合常務理事を務められ、財務管理や事業の経営管理、経理

等に明るく、さらには平成２２年６月から町監査委員として、そ

の職務を適切に、かつ公平不偏に遂行してこられました。その豊
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富な経験に加え、地域の実情にも明るく、人格・識見ともに監査

委員としてふさわしいと考えるものであり、何とぞ皆様の満場の

ご同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

１４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

合併して青森県で今、一番人口が多い町となったわけでありま

す。財政規模も一般会計で１００億円前後ですか、特別会計で１

７０億か１８０億円と私は思っております。加えて合併すること

により、おいらせ病院の会計監査等々がついたと思っておりま

す。 

それで条例を見ますと、学識経験者１名、議会からの選出の監

査委員は１名と、２名でずっと実施してきたわけであります。事

務量もふえました。病院もふえました。 

そして先般、新聞を見ておりますと、外郭団体で横浜町の職員

が公金を横領したと。当町でも外郭団体で防犯協会ですか、公金

の横領がありました。 

現在、町から補助金をもらっている団体が６２団体あるそうで

ありますが、それらを監査する、評価できる団体は半分にはでき

ない、半分にはいかないと伺っております。 

そこで条例はそういうふうになっておりますけれども、今後、

副町長からお伺いしますけれども、それは事務量もふえました、

病院もふえました、外郭団体もふえました。でも優秀な監査委員

２名おりますけれども、なかなか全般を目を通せないのが実態だ

と思います。そこで外部監査委員も導入も条例化しましたけれど

も、学識経験者の監査委員をもう１名ふやす考えがないのかどう

かお伺いいたします。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

今、人事案件ですから多少ずれるような気もしますけれども、

ご指摘の常勤監査あるいは外部監査に関しましては、多分数年前

から言われてきていることでございまして、ただ、今ご質問を受
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けましたけれども、私も就任したばかりで４年のブランクがあり

ますから、もう少しいろいろなことを勉強させていただいて、ご

指摘の部分について検討してみたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

私の考えがおかしいかもしれません。かもしれませんので、十

分に検討していただければと、こう思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３１号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 佐々木議長 ここで監査委員から再任のあいさつをしたい旨申し入れがあ

りましたので、発言を許します。 

演壇にてお願いします。 

 

 監査委員 

（名古屋誠一君） 

ただいま監査委員に選任されました名古屋でございます。 

引き続き選任いただきましてありがとうございます。今後とも

職責の重大性に鑑み、心新たに監査基準にのっとり管理監督を遂

行する覚悟でございます。 

また監査の使命でもある財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理等を実施し、公正で合理的かつ能率的な行政運営
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のため、財政の適合性、効率性、有用性に努めてまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 佐々木議長 以上で監査委員再任のあいさつが終わりました。 

ここで１１時１５分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時００分） 

 佐々木議長 休憩を取り消し、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時１５分） 

 佐々木議長 日程第３、議案第３２号、おいらせ町行政組織条例等の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（澤上 訓君） 

議案第３２号について、ご説明申し上げます。 

議案書ページ、５ページから７ページでございます。 

本案は、行政組織機構の一部見直しに伴い、課の分掌事務を改

めるために提案するものであります。 

その主な内容は、議員の皆様に事前配付いたしました資料のと

おり、総務課、企画財政課、行政管財課の３課における事務分掌

の変更でございます。 

１つは、行政組織条例の一部の変更でございますが、総務課の

町長施策推進部門を企画財政課の政策推進部門に移し、一体的に

扱うようにするものであります。 

２つ目は、職員の人事管理と給与を一体的に扱うようにするた

め、行政管財課で行っていた給与部門を総務課の人事担当部門に

移し、職員の人事労務管理を一括して行うようにするものであり

ます。 

そのほか分掌事務の所管換えに伴いまして人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例並びに特別職報酬等審議会条例につ

いて、その所管課を行政管財課から総務課に改めるものでござい

ます。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 
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質疑はございませんか。 

６番、川口弘治議員。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

どうのこうのというふうなことではないんですが、合併して今

年で９年目に入っておりますが、機構改革であったりとか組織編

成変わったりとか、随分落ち着かないなと。当局、事務方の皆さ

んがかわることによって非常に混乱しているんじゃないかなと。 

というのは、データ入力とかシステム、そういうふうなものの

たまたまミスとか、当町でも発生しております。そのほかに不祥

事も起きたりなんかしておりますが、いろいろ状況を検証します

と、いろいろとばたばたと変わったときがその引き継ぎ、課長さ

んの皆さんの目が届かない、そういう現象が起きているんですよ

ね。そろそろ落ち着いて、もう９年、１０年に入りますので、町

長さんがかわればいろいろ考えがおありかと思いますが、担当す

る事務方、事務をなさっている職員の皆さんの混乱がかえって心

配で、あえてこうして言っているんですけれども、どうですか、

そろそろ落ち着くような形は考えはないんですかね。どうでしょ

う。 

 

 佐々木議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

川口議員にお答え申し上げます。 

今回の、確かに１年、機構改革して１年して、また細かくなる

んですけれども、いろいろとやっていくうちに不都合とかそうい

うふうなものが生じてきておりました。今回の場合は、町長の政

策公約に掲げられた目標であります「笑顔あふれる元気なまち」

と「７つの政策の柱」の実現に向けて町長の方針に基づき、現在、

総務課で行っている町長施策推進部門を総合計画を所管する企

画財政課の政策推進部門に集約したということでございます。 

また、現在、総務課で人事管理の部分で、行政管財課で給与を

扱っておりまして、この分けることで大変非効率な部分が生じて

きているというふうなこともございました。そこで人事と給与を

一体的に扱うようにして今回の改正になったというふうなこと

でございますので、ご理解いただければと思います。 
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 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

１つ提案ですが、職務分掌とかそういうふうなものというのは

本来大筋のところでの課とか、本来あまりいじるものではないの

ではないのかなと、事務的には。課の中での事務改善は、これは

必要でしょう。ですから、常に改革と称したすべてを大枠で変え

てしまう考えというのはいろいろな面で支障が出てきていると

いうふうに私は思っております。 

というのは、国が変えてきます、県が変えてきます、町でも変

えて、やっとその事務内容がわかって処理をした職員をまたかえ

る、覚えたころにかわる。これには今、機械、電算処理、コンピ

ューターで全部処理されておりますけれども、基本的に事務的な

基本、それが変わることによって失われていく。入力するのは職

員の手で入力しているわけですよね。考え方が変わってくるとミ

スが起こるんですよ。 

そろそろ機構改革云々、それは何回となく改革が必要でしょう

が、あくまでも事務改善ということでの発想を持って、これから

落ち着かせて町民のサービスの、町長がおっしゃる最大のサービ

スを提供するには、そういうことも１つ町民目線で進めることが

大事ではないかなというふうに思いますが、提案して終わりま

す。 

 

 佐々木議長 ３番、平野敏彦君。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私は何点か質問させていただきますけれども、まずはこの行政

組織の一部見直しですが、前のときも、たしか提案されたものが

またもとに戻っていると。１年たって見直しがさらにされたとい

うふうなことと、じゃあ、前の行政組織の一部見直しのときの思

いというのは何だったのかと。 

私たちも条例の改正については議論して矛盾が感じているも

のを、なぜこういうふうに一部見直しをしたのかなというふうな

疑問を持つところが総務課とかそういうようなところにあった

んですよ。それがそのまま質問しても通って実際に運用して、今、

町長がかわったからというふうなことで総務、行政管財課、企画

財政課の部分だけが、また一部見直しをして提案をされている
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と。私は非常に庁内の管理職部分の意識というのが本当に基本と

して何を持っているのかなと。 

その前の見直しの時点で、もっと庁内議論をして、事務の流れ、

そういうふうなものをやったときに、こういうふうな見直しをす

れば、こういうふうな不合理が発生するとかいろいろなものの議

論はなかったのか。それがあれば今のような形での部分というの

はあまり出てこなかったんじゃないか。町長がかわったからこう

いうふうな形というふうなのは私は、行政組織の一部見直しとい

うのは、川口議員も言っていますけれども、職員が混乱するだけ

ではないですか。 

私はそういうふうな意味では、その前の見直しの時点でどうい

うふうな課題があって見直しをしたのか、そしてまた今回またも

とに戻った部分があります、私が見て。なぜこういうふうな形で

しなければならないのか。町長の政策推進だけでは私はこういう

ような形で見直しをする、非常に説明に欠ける部分だというふう

に感じます。この点１点。 

それから、私が感じて、なぜ今見直し一緒にやらないのかなと

感じたのは、教育委員会の社会教育・体育課が非常に１年間私も

時々顔を出しながら見ておりますと、人数の多さもありますし、

行事が年間行事と主催行事もありますし、各団体に対する関係す

る行事、そういうふうなものを見ますと、非常に土日に集中して

おります。今どうせ見直しをするのであれば、そういうふうな部

分でも一緒にすべきじゃなかったのか。やはり庁議とかそういう

ふうなものがあるわけですから、すべからくそういうふうなもの

の目配り、気配りをしながら、じゃあ、これをやるんだったら、

こういうふうなものもどうでしょうかというふうな中で提案を

されるとか、そういうふうなものがあってしかりだと思うんです

が、この２点についてお伺いしたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

総務課長。 

 

答弁 

 

 

総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは、お答え申し上げます。 

まず、以前の機構改革の際に、そのときの趣旨と今の変えると

いうようなその趣旨の部分なんですけれども、今回の場合は、先
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 ほども私のほうから申し上げましたんですが、やはり町長の政策

公約というふうな部分を総合計画を所管する、実施計画等に直接

反映させる企画財政課の政策部門と一体化するということが非

常に機動的・効果的な体制になるというふうなことで、それで分

掌事務の見直しがありました。 

それから、もう１つの、これを機会にもっとほかのところも見

直しを考えたらいいんじゃないかというふうなお話でございま

すが、それについては、まだ年度途中というふうなこともござい

まして、今後それらのことも含めまして１年かけまして、またさ

らに内部の検討をしていかなきゃならないというふうに考えて

おります。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私は今の答弁で、確かに町長の選挙公約が任期中に実行する体

制をつくるというのは大事だと思いますよ。ただ、前の改正、機

構の見直しをしたときには機動的な体制というのは全く考えて

いないのかという、そういうふうな思いを持って私たちに提案を

しているんじゃないですか。 

やはり議会というのは、そういうふうな、こうやることによっ

て行政効果が上がりますよというふうなことで提案をして議会

が承認しているわけですから、その辺の簡単に見直しをする、町

議で多分議論すると思いますけれども、その中でそういうふうな

議論をされていないというふうなところが私は一番の問題だと

思うんですよ。 

少なくとも確かに課長の異動があるわけですけれども、やはり

そういうふうなのを経験しながらいろいろな意味で提案をして

議論をしながら庁議で話をすべきだと思うんですけれども、どう

しても簡単に人がかわればこういうふうな形で提案してくると

いうふうなのは、川口議員も言ったように、いろいろな意味で職

員の落ち着きがない、事務に対する。そういうふうなものが一貫

性がないような気がしますので、ここの部分については少なくと

も今の機構改革によって三村町政の部分のサポートがこういう

ふうにできますよというふうな、少なくともこういうふうな形で

やっていくというような思いを各管理職については共通の認識
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として持って、だれがかわってもこういうふうな形で運営すると

いうようなちゃんと認識を持ってほしいと思います。 

それから、教育委員会のほうについては年度中であるというふ

うな答弁ですけれども、今だって年度中の提案しているんじゃな

いですか。もっと前からこういうふうな課題、そういうふうなも

のを整理しながら、やはりこの部分については機構の見直しが必

要だとか、そういうふうな意見が出て当たり前だと思うんです

よ、私は。 

やはりそういうふうなのが、どうも私が今まで見てきたところ

で感じているのは、物言わないところに多く押しつけをして主要

な部分での事務軽減とか責任の負担を軽減しているように感じ

ますので、やはりその部署部署にあったら、そういうふうなリス

クもちゃんと伴って管理職としての役目を果たしてほしいとい

うふうなことを皆さんに伝えておいて、教育委員会の見直しにつ

いては、じゃあ、来年やるというふうなことで、町長、いいです

か。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

まず、ご指摘の論旨でいろいろな頻繁にかえることによって弊

害もあるという部分については認識しております。 

ただ、やはり町長がかわって最小限のところでというところで

今回、もちろん調整会議とか政策会議、庁議を経て議論しており

ますし、各課長からも意見もいただいております。そして最小限

の提案をさせていただきましたので、よろしくお願いしたい。 

今、教育委員会の部分に係る部分は機構になってきますから、

それは単なる事務分掌を少し課の事務分掌を動かすというのと

はまた全然違ってきますので、行政改革とか効率的な行政運営も

含めまして、当然今ご指摘のように事務分掌も再度、町長も４年

ぶりに入っていますから、その辺も含めて検討はする、その結果

がどうなるかということについては今ここで変えますとか、当然

持っていないわけですから、これから各課長の意見、職員の意見、

また皆さんの意見を聞くこともあろうかと思いますが、検討はし

てまいります。 
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以上です。 

 

 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

広報で職員の名簿、それから事務の構成が出ていますけれど

も、やはりその中で見ても非常に職員の１課としては私は非常に

多過ぎると。ほかの部分では１課６～７人、また８人、建設課と

か税務課のところは結構人数は多いんですけれども、地域整備課

ですね。ほかの社会教育・体育課にあっては本当に文化、スポー

ツあらゆる面の業務が１つにまとまっていますので、やはりもっ

と分けて、それなりに行政効果を高める方法を措置をほしいとい

うふうなことで、ぜひ検討していただくようにお願いしたいと思

います。 

終わります。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

 

佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

 

 

佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３２号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第４、議案第３３号、おいらせ町手数料条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第３３号についてご説明申し上げます。 

議案書の８ページと９ページをごらんください。 
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本案は、青森県屋外広告物条例の一部を改正する条例の施行に

伴い、許可期間の更新規定が追加されたため、条例改正するもの

であります。 

なお、屋外広告物法に基づく事務は県からの権限委譲を受けて

いる事務であります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３３号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第５、議案第３４号、上北地方教育・福祉事務組合規約の

変更についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

議案第３４号についてご説明申し上げます。 

議案書の１０ページと１１ページをごらんください。 

本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律の一部改正に伴い、障害程度区分審査件数を障害支援区

分審査件数に名称を変更するものであります。 

なお、本規約変更の施行期日は、当町を含む構成団体の９市町

村すべての議会の議決を経た後、青森県知事がこれを許可した日

となっております。 
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以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３４号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

 

佐々木議長 日程第６、議案第３５号、甲洋小学校屋根外壁等改修工事請負

契約の締結についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第３５号についてご説明申し上げます。 

議案書の１２ページ、１３ページをごらんください。 

本案は、甲洋小学校屋根外壁等改修工事施工のため、去る５月

２７日に１０社により条件付一般競争入札を執行したところ、

７，８３０万円で株式会社三村興業社が落札者として決定いたし

ましたので、契約締結をするため提案するものであります。 

本工事を施工することによりまして、校舎の屋根のふきかえ、

外壁改修のほか講堂、機械室、受水槽の屋根、外壁の補修が平成

２６年１０月２１日までに整備されることになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 
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質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３５号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第７、議案第３６号、平成２６年度おいらせ町一般会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

それでは、議案第３６号についてご説明申し上げます。 

議案書１４ページをごらんください。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４，８１９万

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億５，９１９

万円とするものであります。 

１８ページをごらんください。 

第２表地方債補正につきましては、下田第５分団拠点施設整備

事業を追加したものであります。 

歳入歳出の主なものについてご説明申し上げますので、事項別

明細書をごらんください。 

まず歳出の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

７ページをごらんください。 

２款１項１目一般管理費の目標管理制度コンサルティング委

託料は事業の取りやめにより４５５万５，０００円を減額し、庁

舎等修繕工事費は分庁舎の廊下タイル張りかえ、壁塗装工事によ

り６１８万３，０００円を計上しております。 

２款２項２目町活性化対策費の一般コミュニティー助成事業
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費補助金は２町内会への補助金で交付決定により追加したもの

であります。 

９ページをごらんください。 

３款２項１目児童福祉総務費では北部児童センター増改築工

事基本設計委託料等を計上しております。 

１０ページをごらんください。 

６款１項３目農業振興費の経営体育成事業費補助金は県の内

示により１７２万５，０００円を増額しております。 

１１ページをごらんください。 

８款２項２目道路橋りょう新設改良費では生活関連道路整備

工事費として１億５，０００万円を増額しております。 

１２ページをごらんください。 

９款１項２目消防施設費では下田第５分団拠点施設建て替え

に伴う用地取得、設計、工事費等を計上しております。 

１４ページをごらんください。 

１０款２項小学校費では除雪車の借上料及び甲洋小学校講堂

床改修工事費を計上しております。 

１５ページをごらんください。 

１０款３項中学校費の車借上料も小学校費と同様除雪車の借

上料であります。 

次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

３ページをごらんください。 

１２款２項２目教育費負担金は給食費負担金の増により２８

１万１，０００円を増額するものであります。 

４ページをごらんください。 

１８款２項１目財政調整基金繰入金は歳入不足を調整するた

め１億９，１１１万３，０００円を増額するものであります。 

２０款４項１目雑入の一般コミュニティー助成金は交付決定

により追加するものであります。 

５ページをごらんください。 

２１款１項３目消防債の下田第５分団拠点施設整備事業債は

合併特例債で４，４４０万円を追加するものであります。 

１７ページをごらんください。 

給与費明細書は委員報酬の増額及び職員手当の増額により変

更するものであります。 
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１９ページをごらんください。 

地方債に関する調書は下田第５分団拠点施設整備事業債の追

加を反映させた起債元金の増減見込額と年度末の現在高見込額

を示したものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行

います。 

３ページから５ページまでです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出についての質疑を受けます。 

第２表総務費から第６款農林水産業費までの質疑を受けます。 

７ページから１０ページです。 

１４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

９ページの北部児童センターの改築、基本設計委託料２００万

計上しております。これは前々から児童館の運用をどうするかと

いうことで議論してまいりました。アンケートも２回、３回とっ

たはずであります。児童館運営協議会も開催し、そのことも協議

しているということも聞いております。結果的には地域住民の声

は、みらい館に統合させてほしいという声が強かったそうであり

ます。ということで、木ノ下児童館、向山児童館は、みらい館に

統合させますよというふうに聞いておりますが、それで間違いが

ないのかどうかお伺いいたします。 

あわせて３館統合することにより、増設場所は、増築場所は今

の西側ですか、空き地を利用するとも聞いております。それが事

実かどうかお伺いいたします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

町民課長。 
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答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

まず１点目、統合の話でございますけれども、統合するという

ことで間違いございません。 

それから２点目、増築の場所は現在、遊具等が置かれてある西

側の部分に増築するという計画であります。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

そこで増築する場所は西側だと。となれば、現在遊び場として

活用している運動場がなくなるわけであります。その対応をどう

考えるのか。 

それから、もう１点は、向山児童館は建物がまだ新しいんです

よ。あらゆるものに活用できると思いますけれども、どのように

考えているのか。木ノ下児童館の跡地はそこまで考えていないか

もしれませんけれども、もし考えているとすれば、その考え方も

お伺いいたします。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

先ほどの質問にちょっと聞き違いをいたしました。訂正したい

と思います。 

向山児童館については、現在のところ統合の話はございませ

ん。とりあえず今回は木ノ下児童館と北部児童センターの統合と

いうことであります。ですから質問にありました向山児童館につ

いては検討して今後していかなきゃいけないというふうに考え

ております。 

ただ、入る児童が少なくなっていった場合には、その方向で統

合するというような方向も一度運営委員会のほうにお諮りしな

がら住民の声を聞きながら決めていかなきゃいけないというふ

うに考えております。 

それから遊具施設に関しては、隣にあります青葉公園、こちら

のほうに移設をして対応したいというふうに考えております。 

以上です。 
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 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

１回目の児童館の統廃合の説明会、北公民館で行いました。そ

のときは１番議員、５番議員も出席していたと思いますが、その

ときは３館統合するんですよねというふうに私は認識をしてお

りました。もし、その、それが事実であれば、どこで向山児童館

が除外されたのか。最初はそうじゃなかったですか。３館を統合、

地域住民の声がそうであれば統合に踏み切りますよと、これが町

長の考えだったと思います。それがいつの時点でそのようになっ

たのか。 

私は、向山児童館を利用する児童は少ないと思っております。

距離も遠いんですよ、小学校から向山、豊原に帰る距離も遠いん

です。いつ不審者に会うかわかりません。等々考えた場合、なぜ

向山は除外したのか、その理由をお伺いしたいと思います。 

それに青葉公園と今言いました。それは町の財産ですから、ど

う活用しようと勝手かもしれません。でも、今管理しているのは

古間木山連合会だと思います。そうであれば古間木山連合会の

方々にも地域住民の主なる方々にもそのことはお話をしている

わけですか。お伺いいたします。 

 

 佐々木議長 町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（小向仁生君） 

まず１点目の向山児童館の今回の統廃合を除外した時期と、な

ぜそのようなことになったのかというようなことなんですけれ

ども、大変申しわけございません、私、手元資料ございませんの

で、後刻この部分についてはお知らせしたいというふうに思いま

す。 

それから青葉公園の移設の関係なんですけれども、実は公園を

現在利用している古間木山地区の代表であります連合町内会長

さんに意見を聞きました。そうしたところ今、古間木山連合町内

会では、この公園の利活用について１年間かけてどのようにもっ

ていけばいいのかというふうな、実際遊具施設も少なく、またフ

ェンスもない、それから樹木等もないような状況の中で、だだっ

広い状況にあるものですから、なかなか使われにくいということ

で、この部分の利活用を１年間かけてやっていくというふうなこ
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とで検討会を設けたというふうなことでありました。 

その情報を聞いたものですから、早速会議に私ども出席させて

くれということで会議に出席いたしまして、町として北部児童セ

ンターの遊具施設を青葉公園のほうに移設したいんだと。その場

合の、それも頭に入れてこの議論をしていただきたいというふう

なことを申し入れしまして、今後１年間かけて議論していくとい

うふうな方向に向かっております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

７ページの２款総務費の一般管理費の中で東京青森県人会の

会費２万円、中途で補正される理由をお聞きしたいと思います。 

それから同じページの総務費２項、企画費、町活性化対策費の

中で４２０万円の一般コミュニティー助成事業費補助金、これは

平成２６年度一般コミュニティー事業として申請したものが採

択された分ということだと思いますけれども、金額的に非常に小

さい、少ないなという印象を受けました。 

当町は各町内会の活動が活発で、ここ１０数年前から、いわゆ

る宝くじですね、自治宝くじの剰余金による一般コミュニティー

事業が盛んで年間数千万ずつのコミュニティー助成を受けてき

たと私は記憶していますけれども、お手持ちであれば、過去５年

間の一般コミュニティー助成費の推移がどうなっているのかを

教えていただきたいと思います。 

最近、当たる確率が急激に落ちてきたといううわさを聞いてい

ますけれども、現実にどの程度落ちてきているのか教えていただ

きたいと思います。 

以上２項目お願いします。 

 

 佐々木議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

それでは馬場議員にお答え申し上げます。 

東京青森県人会の会費の件でございますが、年会費が３万円で

ございまして、当初予算で誤って１万円の計上をしたということ

で、今回２万円の補正ということになったわけでございます。 
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 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、コミュニティー助成にかかわる金額の推移というこ

とでございます。お答えをいたします。 

まず一般コミュニティー助成事業、それからコミュニティーセ

ンター助成事業など青少年健全育成あるいは地域防災関係の助

成事業等がその対象事業としてございますが、私どもの当町から

の一般コミュニティー助成ということでは、今のところ今回の申

請額に対する申請が６団体ということでございましたが、採択は

結果的に２団体ということで深沢町内会と洗平という形になっ

ています。 

５年間ぐらいの推移ということでございますが、今ここにはそ

の金額が明らかな資料はちょっと見つけられないでいましたの

で、後刻お示ししたいと思っておりますが、基本的にその金額が

下がっているのではないかというご懸念でございますが、私ども

としては特に下がっているという印象はございません。 

ただ、これを申請する、あるいは採択に至る形で、できるだけ

採択になるような形で支援はさせていただいているのは現状で

ございますので、その助成事業の区分ごとに申請は今のところ欠

けることなく５年間ずっといただいているというのが現状でご

ざいます。 

以上です。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

県人会の会費３万円を間違えて１万円で計上したというのは、

ちょっとプロの事務として信じられないようなミスだと思いま

す。担当者がかわってわからなかったとか、そういうことですか

ね。前年度の予算を見ないで適当に１万円と計上したのであれ

ば、ひどい話だと私は思いますよ。金額は小さいですけどね。そ

ういうことがあちこちにあっては大変だろうと思いますので、総

務課長の感想を伺いたいと思います。職員を指導する立場として

感想をお伺いしたいと思います。 

それからコミュニティー助成のほうですけれども、資料がない



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４０－ 

んだけれども、特に金額的に下がっていないのではないかという

ような担当課長のご意見ですが、私も過去８年間ほど町内会長を

しておりまして、その私の前の町内会長のときから、ほぼ毎年こ

のコミュニティー事業を採択されて私がぱっと概算で計算して

も、これまで私どもの町内会は３，５００万円以上このコミュニ

ティー助成でいろいろなことができました。本当に助かっており

ますけれども、最近の県内のコミュニティー事業への応募数と

か、その中で確率として何パーセント採択されているのかとか、

過去の採択された一覧表が来るんですよ。 

それを見ると、簡単に言うと、おいらせ町から１０町内会が申

請をすると。多いときには６町内会が採択されたり、最近ではだ

んだん半分以下、１０町内会がチャレンジしても２町内会しか採

択されないとか、そういうふうに狭き門になっているという話は

聞いているんですけれども、具体的なデータを、できれば後日と

いうことであれば過去１０年お願いします。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

お答えをいたします。 

まず１点目の三田町内会の件については議員おっしゃるとお

り、私どもの資料として１１件採択されて、その金額どおり活用

いただいていると認識しています。 

その１０年間の詳細という資料要求でございますが、作成して

後刻提出させていただきたいと思っております。 

 

 

 

佐々木議長 総務課長。 

答弁 総務課長 

（澤上 訓君） 

誤って当初１万円計上したということについての感想という

ことでございますけれども、馬場議員おっしゃるとおり、大変初

歩的なミスだなというふうに感じております。今後こういうこと

がないように気をつけて予算計上は考えていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、第２款から第６款までについての質疑を終わりま

す。 

ここでお昼のため１時３０分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時５９分） 

 佐々木議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  （再開 午後１時３０分） 

 佐々木議長 次に、第７款商工費から第１０款教育費までについての質疑を

受けます。 

質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

１０款教育費の小学校費、１４ページですけれども、車借上料

４２０万７，０００円、それから次のページの中学校費２目車借

上料２５２万４，０００円、どちらも除雪車という説明だったと

記憶していますけれども、合わせて６７０万余りですけれども、

どのような除雪車を、どこの学校で借り上げて使われる予定なの

かをご説明いただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

それでは、ご質問にお答えいたします。 

除雪車はミニホイールローダーということでバケット容量０．

５立米の、さほど大きくない除雪車になります。 

配置する学校は８校、全部に配置する予定です。これは昨年２

５年度も同様に実施しております。 

以上になります。 

 

 佐々木議長 １５番。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

そうすると、タイヤショベルのような、いわゆるローダー、バ

ケット付ということだと思いますけれども、これは民間委託とい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

 

 佐々木議長 学務課長。 
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答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

基本的に民間に委託しまして車を借り上げるという形になり

ます。 

ただ、オペレーターに関してみれば用務員さんが乗るという形

になります。 

以上になります。 

 

 佐々木議長 ほかにございませんか。 

１４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

５分団の消防屯所の件でございますけれども、課長、場所が変

わったということでいいですか、提案は。 

２年近く上久保さんの用地を町では交渉してまいったと思い

ます。が、話を聞くと、上久保さんの土地ではないと、別な場所

を用地確保したいというふうな話が聞いたわけです。そこがまず

１点確認であります。 

まず、そうであるとすれば、この２年近く上久保さんと用地交

渉したのは何の意味があるのかなと、こう思います。上久保さん

は一貫して最初から「町側に協力をしますよ」と言ってきました。

１回も協力はしませんということは一言も私は言っていないと

思います。そういう中で新たな場所に５分団の屯所を建設すると

いう考え、これは町長選挙で町長は５分団屯所の施設、加えてＴ

字路の改良は町長の公約であります。ですから、いち早くこの５

分団の屯所の建設とＴ字路の改良に取り組むという姿勢だと思

います。勝てば官軍です、負ければ賊軍ですから、あまり負けた

ほうですから言いたくはございませんけれども、上久保さんも

「選挙に負けたからいいよ。もうわかった」というふうに言って

おりますが、私はやはり上久保さんに対しての配慮、思いやりが

あってもいいのではないかと、そういうことで直ちにこの議会が

終わりますと、その作業にかかるのかどうかお伺いいたします。 

もう１点は、おいらせ消防署、北分遣所、北部分遣所、これは

前の町長から説明を受けたところでは２７年４月１日オープン

へ向けて作業を進めていますよという話でした。ところが、三村

町長の公約を見ますと、早期整備を進めると明記しております。 

ということは、なぜ聞くかといいますと、町内会の会合、イベ
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ントに私も招待を受けてお話ししなければならないことがあり

ましてお聞きするわけですけれども、私は２７年４月１日がオー

プンであると認識しております。だけれども、町長は、さらに早

期整備を進めるということは４月１日前にオープンすることは

十分あり得ると、そういう認識のもとでの公約なのか、その点お

伺いいたします。 

それからもう１点は、教育費で甲洋小学校の５０周年記念、こ

れは、いつ行うのかお伺いいたします。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、松林議員にお答えをいたします。 

まず、上久保さんのところの用地から場所が変わったのかとい

うことの件でございますが、結論から言えば変わりましたという

ことでございます。 

なお、２年間私どもの交渉の中で協議がなかなか進まなかった

ということで、私のほうの努力不足が原因だということで反省を

しております。 

そこで２つ目の点でございますが、用地交渉にかかって２年

間、足かけ３年でございますが、上久保さんのほうと交渉をして

いた中で、その都度報告はさせてはいただいたんですけれども、

議員おっしゃるとおり協力はするよというお言葉をいただいて

いる中で甘えがあったのかなということも反省の１つだと思っ

ております。 

上久保さんには結論的には大変ご迷惑をかけたと言う点では、

これはお詫びを申し上げなければならないということで、先般本

人と直接お会いする機会をいただいて事の経緯をお話をさせて

いただいて反省をするという意味でお詫びを申し上げたところ

でございます。 

それからもう１つ、公約との調整等のことになりますけれど

も、あくまでも担当課としましては、町としては長期化を避けた

い、そして、この６月補正のタイミングあるいは当初予算に盛れ

なかったということもあって、このタイミングでまた事を進めな

ければ、さらにおくれが出るという懸念、それらもあって、公約

も話の中身もあって最終的な調整を組織として行った結果、最終
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的には地元の分団からの提案という形の候補地を検討した結果、

組織として地元の意向がそうであれば尊重しましょうという形

で結論を導き、今回予算を計上させていただいたということでご

ざいます。 

それから４点目、分遣所の件でございますが、当初計画は議員

おっしゃるとおり２７年の４月１日オープンを目指しますとい

う計画で説明をさせていただいた経緯がございます。公約では早

期を目指すと、早期完成を目指す、オープンを目指すということ

が書かれてはおりますけれども、当初予定が早まるということが

可能性としてはあるのかないのかということも考えますが、何分

消防本部が発注する工事でありますので、直接町がその中に工事

を早めるというふうな形は、なかなか意見は申し上げられても事

の成り行きで今、資材不足等あるいは資材の高騰、労務費の高騰

等も踏まえて条件が早くなる条件は見つけられないというふう

な話し合いの経過もありますことを申し添え、当然ながら早くで

きれば、それは安心・安全のためにオープンはしたいという思い

はありますけれども、そういう材料も踏まえて今、鋭意努力させ

ていただければと思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

甲洋小学校の５０周年の式典は２６年の１１月１日になりま

す。 

以上です。 

 

 佐々木議長 

 

町長。 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

分遣所のことでございますが、私の公約の中に早期ということ

でございますけれども、これはタイミング的にちょうど２７年の

４月がちょうどいいと思っております。ですから、この公約の早

期にあまりこだわらないでください。おくれないようにというふ

うに解釈していただき、ちょうどタイミング的にも八戸広域のほ

うもそれにあわせてやっておりますし、それを確実にやっていけ

ば２７年の４月オープンはきちっとできるなと、こう思っており
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ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

上久保さん、最初から協力はしますと。それは中野課長も十分

承知しております。そういう協力者に私は町として思いやりが、

配慮があっても当然だと思います。町長選挙が終わったから、も

うすぐ予算計上ですよ。じゃなくて、９月なら９月の議会に予算

計上するとか、そういうふうな思いやり、全くないですか。そう

いうふうに思いやりが私は欲しかったと思います。２年間交渉し

てきましたよ。ただの一度もノーと言っていないんです。その辺、

町側はどう考えますか。もう一度。予算は通るでしょう。通るで

しょうけれども、もう少し配慮が私は欲しかったということで

す。 

それから甲洋小学校、なぜ聞きましたかと言うと、あまり言う

と、私は関連質問はあまり好きではありません。好きでないんだ

けれども、質問させてください。 

きのう傍聴者の町民から、旧百石の方ですけれども、「教育長

はどうなっていますか。まだ決めないんですか」という話でした。

「実は私が臨時議会で教育長候補の教育委員、提案しないんです

かと聞いたところ、近々に提案したいという話でしたよ」と。「だ

って今回もないでしょう」と言われました。ないです。これは臨

時議会、今定例会、２回チャンスがあるんですよ。２回。今回は

定例会で、提案しようとすれば提案できたと思います。 

私がなぜこれを言ってますかというと、やはり行政、町長部局

と教育行政は違うと思います。今、教育現場で何が起きているか

わかりません。今、きょう、あす、何が起きるかわかりません。

立派な教育委員長がいますから心配ないと思いますけれども、迅

速に対応するためには町長が近いうちにというふうな、この前の

臨時議会で答弁しておりました。次の議会は９月ですよ。９月定

例会、それまで教育長を空白にする考えなのか。私は早い機会に

教育長の選任は必要であると思いますけれども、あまり言います

と無条件で賛成しなきゃなりませんからこの辺でやめたいと思

いますけれども、９月まで待ちましょう、という考えでしょう。

お願いします。 
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 佐々木議長 

 

町長。 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

大変教育長問題についてはご心配をいただいて。早めに近々と

いう言葉ですが、できるだけ早く今、皆さん方にお願いしなきゃ

ならないと思っております。９月ということではなくて、もっと

早くにしたいというふうに思っております。 

やはり教育現場というのは時々刻々変化しておりますので、何

があるかわかりませんので、素早く対応するにも長が定まってい

ないと大変なことになりますので、その点は十分踏まえておりま

すので、早くしたいというふうに思っております。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

５分団の屯所の件につきましてご説明お答え申し上げます。 

ご指摘のように思いやりがなさ過ぎるということについて深

く反省するものでございますが、私どもといたしましては、ただ

いま松林議員もお話ししたように、２年間の経過を経て３年目に

入っているし、ここを逃せばもう４年、５年になっていくという

こともありまして、９月ですと、本事業は設計をして施工をしな

ければならない、それを年度内に上げるというのは大変きついス

ケジュールになりますので、急いでというつもりでやりました。 

地権者にも先ほど課長が話したように説明したつもりではあ

りますけれども、今ご指摘の部分も十分配慮して、私も直接地権

者と会いながら、その経過を説明して丁寧にお話をして、皆さん

が納得できるような形で事業を進めていきたいなというふうに

思っております。配慮には十分気をつけてまいります。 

 

 佐々木議長 ４番、 山忠議員。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

１１ページ、８款土木費のところなんですが、工事請負費の関

係が１億５，０００万補正されていますけれども、町道整備工事

費というふうなことになっているようですが、これは内容はどの

ようになっているんでしょうか。 
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 佐々木議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

平成２６年度の生活関連道整備計画概算事業費は約１４５億

１，４００万円と膨大な金額であり、現在の苦情・要望路線を整

備するには相当な期間を要するものであると考えております。 

しかしながら、町内会町民からは生活道路の整備に対する要

望、苦情が数多く寄せられております。このため町内の生活基盤

の整備を推進するために工事費を追加計上するものであります。 

また冬場の施工を避け、年内の完成を目指すために６月補正で

計上したものであります。 

あと今後整備する路線につきましては、これから検討した上で

整備を進めていく予定でおりますので、ご了解していただきたい

と思います。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

１億５，０００万使ったら大体何カ所ぐらいが対象に整備して

もらえるものでしょうか。 

 

 佐々木議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

工事金額につきましては、１件、これまでのケースもそうです

が、１，０００万から１，５００万とかの工事が１件当たりの金

額になっておりますので、大体８件から１０件ぐらいの工事件数

にはなると思います。 

以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（ 山 忠君） 

みんなそれぞれ各町内、行政推進員のほうから要望が上がって

きていると思うんですよね。そこのところを町長が、もしかした

ら約束をほかにしてきて、そっちを先回すんだというふうなこと

のないように、やはり順番をしっかりと決めていただいてやって

いただきたいと思うんですよ。 
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これはいつも問題になるのが、先にお願いをしているのに、あ

る人がかわったら、そっちが優先されたというふうなことで大変

苦情が多かったりいろいろありますので、そこら辺をしっかりと

わきまえてやっていただきたいと、そういうふうに思います。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ３番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私は１２ページの消防施設費の件について質問いたします。 

今１４番議員も質問しておりましたけれども、これまで２年間

議会に対しては建設場所等について交渉中というようなことで

説明がありまして、今この６月議会で用地、それから工事費が補

正で出てきました。私はタイミング的に建設場所が変わった、な

ぜ変わったのかという理由は、さっきの議論の中で明確な答弁が

なかったというふうな気がします。もう一回ここのところを、な

ぜ場所が変更になったのか、簡単に説明をしていただきたいと思

います。 

それから場所が変更になったのは見方によっては町長がかわ

ったから変更になったのかなというふうな疑惑を持たれる可能

性があるんじゃないか。タイミング的にいっても、やはり本当に

今の時期でよかったのか、補正でよかったのか。 

私は、やはり私たちにこれまで説明した経過の中で簡単に場所

が変わり、そしてまた予算の計上もすぐ出てきたというふうなこ

とについては、ちゃんと町長に内容が説明されて理解されていた

のかというふうな思いもあるわけで、本当にこういうふうなこと

で変わりましたというような理由と、それから今後この消防施設

については計画的に消防車とか分団の屯所の改築が計画されて

あると思いますけれども、町の建設の基本的な考え方、これをき

ちっと示していただきたい。そうでなければ、だれが首長になっ

ても基本どおり進めていくことによって、こういうふうな予算計

上とかそういうふうなものがなくて、町長がかわったから変わっ

たのかというふうな要らない意味での疑惑を持たれるようなこ

とのない形での行政運営をしていかなければならないと思いま

すので、この２点お聞かせをいただきたいと思います。 
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 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それではお答えをいたします。 

まず場所が変わった件の説明でございますけれども、まず２年

間交渉あるいは継続した分団とのお話し合いの中で、先ほど申し

ましたように、これ以上の長期化は避けたい、そして、この時期

を逃すと、さらにまた３年目を迎えてしまう、おくれてしまう、

そしてさらに他の分団等の計画の遂行にも影響が出てくるとい

うことで、代案として分団のほうからこの土地のほうの提案を受

けた形で、これを組織的にもんだ、そして最終的に町長のほうに

説明をさせていただき、分団の意向であればということで総合的

に判断をしていただいて今回の予算計上ということでございま

す。 

今後の計画的な基本的な考え方を示してということでござい

ますが、議員おっしゃるとおり、このような事態を招いたことは

私どもとしての大きな反省をしなければならないと考えている

ところでございます。地権者の方にも結果的にはご迷惑をかけま

したし、長期化になってしまったということは反省をしなきゃな

らないというところでございますので、そのような観点から基本

的な考え方が、もし検討して必要あるいはあるべきだということ

で組織として結論が出ればお示ししたいと、ご相談を申し上げた

いというふうに考えております。 

以上です。 

 

 

 

佐々木議長 副町長。 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

私のほうからも少し補足させていただきます。 

まちづくり防災課長が今、同じようなことをお話ししましたけ

れども、変わった理由というのは、多分２年間というのは、ただ

いたずらに２年間来たのではなくて、経過を説明を受けました。

やはり地元の要望、分団の要望がある、それから町が考えている

部分の候補地もあると。地権者には一応それぞれ進めるには多少

の、それこそ意向確認等をしなければならないので、その辺の手

はずがちょっとうまくなかったなと思っていましたので、先ほど

松林議員に答弁したように、これまでの経過は接触した方々にき
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ちんとお話ししなければならないなというふうには思っていま

す。 

変わった、変わったと言われますけれども、変わったというよ

りは決断させていただいたというほうがいいのかなと思って自

分たちとしては事業を速やかに、先ほどからお話したように速や

かに進めたほうがいいと。特に総合計画の中で年次を決めてやっ

てきている事業がおくれて、ずれ込んで交渉が長引いたためにお

くれておりますから、この際地元の意向、分団の意向を尊重した

ほうがいいのかなという決断をしたつもりでしたが、その点につ

いては、これからもう一度各意向を確認しながら丁寧に対応をし

ていきたいなというふうに思っております。 

以上です。 

 

 佐々木議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

失礼しました。決め方の基本ルールというのについては、きち

んとしたものは確かに策定されていませんから検討させていた

だきますけれども、ただ、やはりこういうものについてはケース、

ケースによる場合が多いと思います。特に公共施設の点を打つと

いうことは非常に重要なものですから、なかなかルールとして決

め切れるのかなというようなところについては多少自分として

は疑問を感じております。 

ただ、その地域の人たちと十分話し合いをしながら行政のほう

で考える意向というものもしっかり示して持っていけるように、

消防施設にかかわらず公共施設のときには、うまくコミュニケー

ションしていかなければならないのではないかなというふうに

は思っています。 

一応主なルールといいますか、簡単なルールみたいなものは内

規として話し合って、できるだけもめないように、あるいは今は

決して政治的に、今、町長がかわったからぼんと違うところにや

ったということではございませんで、今まで出てきた話の中で、

どちらかをいつかの時点で整理しなきゃならないなというふう

に考えたものですから決断をさせてもらったというふうに考え

ていただければなというふうに思います。 

以上でございます。 
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 佐々木議長 ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

私は、その担当課もありますけれども、やはり町としての基本

方針をきちっと持って、それで本当に地元優先で話し合いでやる

のであれば、ずっと前に私はこの予算というのは去年でも建設が

進んであったと思いますよ。町の考え方とずれが結構あって２年

間出てきたというふうなことですから、簡単に今、説明では。じ

ゃあ地域との話し合いを優先してやるんだったら地域の雇用を

優先させた形で町のほうが一歩引けば、その土地の部分、そうい

うふうなものだって解決したんじゃないかなと思いますけれど

も、ただ、私は町が１００％予算を計上して整備をするわけです

から、やはり金をかけるほうの側が考え方をきちっと持って対応

しないというふうなのが一番基本的に疑問を持っているわけで

すよ。 

今、副町長が言ったように、そういうふうなので計画されてい

るのであれば、なおさらそういうふうな部分がきちっと町の基本

的な姿勢をおろして、それを地域との話し合いの材料にして計画

を進めるというふうなのが、ちょっと欠けてあったんじゃない

か。私はそういうふうな意味では非常に議会でも疑心を持つ。そ

れから町民にとっても、これが町長がかわってすぐ決まったとか

いうふうな変な誤解されるようなことのないような形で、ぜひこ

の事業を執行してほしいと要望して終ります。 

 

 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

確認をさせていただきたいと思います。 

これは、屯所、５分団の件ですが、新町になって新町建設計画

にのっとって屯所と、それからポンプ車、これを随時整備してい

くという、合併特例債に基づいて、そういう計画でなかったんで

すか。 

そこのところの確認と、であれば、実質何年おくれたことにな

りますか。次の分団の予定、計画された各分団の屯所整備とポン

プ車、すべて町内の。これは町長、副町長さんも新町建設にかか

って、当初から。これは合併当時に計画されたものではないかな
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というふうに思うんですが、そこのところの確認をお願いしま

す。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

屯所及び車両等の計画の更新ということでございますけれど

も、私のほうから実施計画を立てながら、その車両及び屯所につ

いて計画的な更新をということで、向こう３年から５年の部分を

視野にその計画はのせてございます。 

そして実質何年おくれたのかということでございますが、５分

団の分につきましては、計画では２５年度で完成を目指していた

という計画でございます。 

以上です。 

 

 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

特例債の期限も合併当初では１０年というふうに決まってあ

ったと思うんですが、震災があってから特例で延びたというふう

に認識しておりますが、そういう特例債についての延びたことに

よって影響、また次に計画されている分団の屯所の計画は１年延

びたということですが、そのまま１年スライドして計画どおりい

くということの認識でよろしいんでしょうか。 

 

 佐々木議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり 

防災課長 

（中野重男君） 

それでは、お答えをいたします。 

財源につきましては、合併特例債という形ではなく、まだ財政

のほうで今後の部分については検討していただくということで、

財源確保についてお願いをしているところです。 

そして、次の計画に支障はということでスライドもあるのかと

いう件でございますが、今のところ財源、財政のほうと協議をし

ている中の経過としては、今２６年度で５分団、そして２７年度

で２つの屯所を完成という形で今、調整を進めたいというふうに

考えて、基本的には、なるべくスライドさせないような形で進め

たいという事業計画を組んでいるところでございます。 
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以上です。 

 

 佐々木議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（川口弘治君） 

新町建設計画に基づいてというのは特例を使えるということ。

特例に限ったことじゃない、特例債を。そういうことではないと

いうこと。あれ、どこかで見たな。合併特例債になっていません

でしたか。なっていますよね。失礼しました。 

スライドしないでいきたいとなれば、どこかおくれた部分を取

り戻すには２カ所一気に計画されたのを、屯所なりポンプ車、そ

ういうこともあり得るということに、そういう考え方で進めてい

きたいということですね。 

我々町民、本当に我々の生命、財産を守っていただける消防団

に対しましては本当に感謝申し上げる、そういうありがたい究極

のボランティアをしていただいている。そういう中でこの整備

が、それぞれの事情はあるにせよ、町としても、やはり待ちに待

って計画をして各分団で期待をしているわけですから、それに対

しての計画どおり、こういうおくれることのないように。 

もう１つ聞きたいなと思ったけれども、やめました。どうも。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、第７款から第１０款までについての質疑を終わり

ます。 

以上で歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書及び地方債に関する調書についての質疑を

受けます。 

１７ページから２０ページです。 

質疑ございませんか。 

１５番、馬場正治議員。 

 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

８年少し前に２町合併して、おいらせ町ができまして１０年の

建設計画がつくられたと思います。今年度から後期計画をやると

いうことなんですけれども。将来の適正職員数というものが示さ
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れておりました。昨年だったと思います、計画よりも１０名ほど

少ない職員で何とか頑張っていますよという町側の答弁があり

ました。ということは、本来であれば現在の職員数プラス１０名

程度の職員で、このおいらせ町の行政が執行されているはずでし

たけれども、予定よりも少ない人数で頑張っているということ

は、職員１人当たりの負担がそれだけ多いのかなと。財政上は給

与費等が削減されて助かるわけですけれども、その辺の現状につ

いての確認と今後職員数をもともとの予定数へ戻すべく採用を

ふやしていくという考えがあるのか、町の考えを伺いたいと思い

ます。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

突然の質問ですから、ちょっとデータ不足の部分があるんです

が、４年前のことを思い出しながら、４年間で変わっている部分

もあると思いますけれども。 

手元にある資料では、現在、普通会計で１３９人、一般行政職

で１１７人、これはたしか以前からうちのほうは少ない、そして

町民１，０００人に対する職員の割合でしたか、これも県下で２

番目ぐらいに少ないというふうには思っております。ですから、

そういう点では、今ご指摘のとおり職員は非常にきつい中でいろ

いろ頑張っているんだろうなというふうには思っております。 

ただ、臨職の部分もふえているなという感じを、ちょっと正確

ではないんですが、思っております。ただ、国の流れとしては職

員の同じような仕事をするものについては職員化というような

考え方も進めているようでございますから、その辺のことも考え

ながら再考してみなければならないというふうに思います。 

以前は行革大綱なるものをつくって、それに基づいて職員の定

数管理等をしてきていましたが、たしか来てから報告を受けた時

点で行革大綱等については２４年か、２５年で終わっているはず

ですので、それをできるだけ早くつくって計画的な人員管理とい

うのもしていかなければならないというふうに感じておりまし

たので、そういうふうに努力していきたいというふうに思いま

す。 
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佐々木議長 １５番。 

質疑 １５番 

（馬場正治君） 

ありがとうございました。 

合併前の２町の合併協議会のときから、それぞれの町の職員を

そのまま引き継ぐということで余剰人員が発生するということ

で、４年前の副町長が１回目の副町長時代にも６割補充という基

本姿勢で退職が１０名出たら６人補充するということで減らし

ていくんだと、人員を削減していくんだという計画でずっときた

わけですけれども、成田町政になって、それが目標を大幅に超え

て予定よりも１０人少ない職員で頑張っていると。それで公債費

比率等を改善してきたという経緯があるんですけれども、私とし

ては減らせばいいというものではなくて適正な人員を確保した

中で住民サービスを充実させるべきだという考えは私は持って

いるんですけれども、あくまでもこれからも職員をできるだけふ

やさないで経費を詰めていく姿勢なのか、それともやたらに臨職

ばかり、あまり仕事になれていない臨職ばかり安く多数採用して

正職員をふやさないでいくおつもりなのか、それともきちっと長

く行政をやれる正規の職員を適正な数までふやしていくという

考えなのか、この３つの中でどの辺を基本に置いてこれから進め

ていくのかお聞きしたいと思います。 

 

 佐々木議長 答弁を求めます。 

副町長。 

 

答弁 副町長 

（柏崎源悦君） 

安易にふやすつもりはありません。できるだけ効率的な行政運

営をしていかなければならないというふうには思っています。先

ほども申しましたように、そういう点では定員管理計画をつくっ

て適正な職員を配置しながら仕事をしてもらうという基本的な

スタンスで人事管理をしていきたいなというふうに思っており

ます。 

 

 佐々木議長 ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、給与費明細書及び地方債に関する調書についての
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質疑を終わります。 

次に、第２表地方債補正についての質疑を受けます。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、第２表についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第３６号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長 日程第８、おいらせ町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を

行います。 

町選挙管理委員会から平成２６年５月１１日をもって選挙管

理委員及び補充員が任期満了となる旨の通知がありました。 

よって、地方自治法第１８２条第１項の規定により議会におい

て委員及び補充員を選挙するものです。 

なお、選挙すべき委員、補充員の数は、それぞれ４名でありま

す。 

ここで暫時休憩いたします。 

  （休憩 午後２時１５分） 

 佐々木議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  （再開 午後２時３５分） 

 佐々木議長 初めに、選挙管理委員の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定に

よって指名推選にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 
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よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については議長が指名することにしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決しました。 

選挙管理委員に指名する委員の住所、氏名を申し上げます。 

住所、おいらせ町浜道１７８－１、益田尚彦、おいらせ町一川

目二丁目７３－９４３、相坂一男、おいらせ町中谷地４１－３、

田中直喜、おいらせ町上明堂６４－６、若松ひふ美、以上の方を

指名します。 

お諮りいたします。 

ただいま議長において指名しました４人を選挙管理委員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました４人が選挙管理委員に当選

されました。 

次に、補充員の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定に

よって指名推選にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、議長が指名することにいたしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。  

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決しました。 
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指名する住所、氏名を申し上げます。 

第１順位、住所、おいらせ町境田１８－１、岩崎良一、第２順位、

おいらせ町向山二丁目３－３７６、中尾千鶴子、第３順位、おい

らせ町深沢二丁目７３－５８９、川口与一、第４順位、おいらせ

町二川目二丁目、佐々木秀吉、以上の方を指名します。 

お諮りいたします。 

ただいま議長において指名いたしました４人を補充員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました４人が補充員に当選されま

した。 

次に、補充員の順序についてお諮りいたします。 

補充員の順序は、ただいま議長が指名した順序にしたいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、補充の順序につきましては、ただいま議長が指名した

順序に決定しました。 

 

 佐々木議長 日程第９、議員派遣の件についてを議題といたします。 

このことについては、おいらせ町議会会議規則第１２７条第１

項の規定により手続をとるものであります。 

お諮りします。 

議員派遣の件については、お手元に配付してあります資料のと

おり来る７月１０日、青森市において開催される青森県下町村議

会議員研修会に派遣することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 

 

佐々木議長 異議なしと認めます。 

よって、議員派遣の件については、お手元に配付してあります

資料のとおり派遣することに決定いたしました。 

 

 佐々木議長 以上で本定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしま
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した。 

ここで町長から発言したい旨の申し出がありましたので、これ

を許します。 

町長。 

 

 町長 

（三村正太郎君） 

平成２６年第２回おいらせ町議会定例会におきまして、議員各

位にはご多用中のところ、ご参集いただき、また提案をいたしま

した全議案を議決いただきまして厚く御礼を申し上げます。 

議案審議の過程でいただきましたご意見ご提言を十分に踏ま

え、町政運営に努めてまいりたいと存じます。 

さて、６月に入り、新緑が美しい大変よい季節になりました。

心地よい風と日差しのもとスポーツを行うには絶好の時期であ

り、当町においても大きなスポーツイベントが開催されておりま

す。 

つい先日、７日、８日には上北郡７町村のスポーツの祭典であ

る第３７回上北郡総合体育大会がおいらせ町を主会場に開催さ

れ、熱戦が繰り広げられたばかりであります。大会結果につきま

しても総合準優勝という大変喜ばしい結果でありました。この場

をおかりしまして開催町を代表し、町体育協会を初め関係者の皆

様に厚くお礼申し上げます。来年度も当町が開催地となりますの

で、引き続いての激励、応援をよろしくお願いを申し上げます。 

そして今月２２日には初夏の恒例のスポーツ行事である「おい

らせ町いちょうマラソン大会」がいよいよ開催されます。おかげ

さまをもちまして大会史上最多の８７１名のランナーエントリ

ーがあり、号砲を待ちわびていることと思います。 

議員各位におかれましては、ぜひとも会場に足を運んでいただ

き、激励し、大会を盛り上げていただければ幸いに存じます。 

最後になりますが、これから本格的な梅雨の時期となってまい

りますので、議員の皆様には健康に十分留意されましてご活躍さ

れますようご祈念申し上げ、簡単ではございますが、閉会に当た

ってのあいさつといたします。 

どうもありがとうございました。 

 

日程終了の 

告知 

佐々木議長 これで会議を閉じます。 
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閉会宣告 佐々木議長 これをもちまして平成２６年第２回おいらせ町議会定例会を

閉会いたします。 

ご苦労さまでございました。 

 

 事務局長 

（袴田光雄君） 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

お疲れ様でした。 

 

  （閉会時刻 午後 ２時４３分） 
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